
平成２１年度弁理士試験

短 答 式 筆 記 試 験 問 題 集



〔１〕特許法に規定する手続等に関し、次の(ｲ)～(ﾎ)のうち、正しいものは、い

くつあるか。

(ｲ) 法人でない社団であって、代表者の定めがあるものは、その名において、特

許発明の技術的範囲について、特許庁に対し、判定を請求することができる。

(ﾛ) 年齢13歳の少年甲(特許法第７条第１項ただし書きの「独立して法律行為を

することができる」者に当たらないものとする。)が発明をした場合、甲は、

法定代理人の同意を得て、弁理士を代理人として選任し、手続をすることがで

きる。

(ﾊ) 審判長は、手続をする者の代理人がその手続をするのに適当でないと認めた。

このとき、審判長は、代理人の改任を命ずることができる。

(ﾆ) 特許出願の願書には、特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所、並びに

発明者の氏名及び住所又は居所を記載することを要するが、発明の名称を記載

することを要しない。

(ﾎ) 特許証は、紛失しても、再交付を請求することができない。

１ １つ

２ ２つ

３ ３つ

４ ４つ

５ ５つ
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〔２〕特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、ど

れか。

１ 国際出願が受理官庁としての国際事務局にされた場合には、その国際出願に

ついての国際調査は、その国際出願が管轄受理官庁(国際事務局を除く。)にさ

れたとしたならば管轄したであろう国際調査機関が管轄する。

２ 国際調査機関は、国際調査報告又は所定の事由がある旨の宣言の作成と同時

に、請求の範囲に記載されている発明が新規性、進歩性及び産業上の利用可能

性を有するものと認められるかどうかについて、書面による見解を作成する。

ただし、国際調査と同時に国際予備審査を開始する場合や出願人が作成を希望

しない場合には、書面による見解を作成することを要しない。

３ 国際予備審査報告が作成された場合又は作成される予定の場合を除き、国際

事務局は、国際調査機関に代わって、「特許性に関する国際予備報告(特許協

力条約第１章)」という表題の報告を作成するが、その報告は、国際調査機関

が作成した書面による見解と同一の内容である。

４ 国際事務局は、「特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第１章)」とい

う表題の報告が作成された場合には、指定官庁の請求により、かつ、当該指定

官庁が特定する時に、その報告を当該指定官庁に送達するが、優先日から30月

を経過する前には送達しない。

５ 出願人は、特許協力条約第19条の規定に基づく補正のために提出される差替

え用紙を添付する書簡において、差し替えられる用紙と差替え用紙との相違に

ついて注意を喚起する。補正により一の用紙の全体が削除されることとなる場

合には、当該補正は、書簡によって通知する。
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〔３〕特許出願についての拒絶査定不服審判又は前置審査に関し、次のうち、正

しいものは、どれか。

１ 拒絶査定不服審判において、審判請求人から仮通常実施権の許諾を受けた者

は、その審判に参加することができる。

２ 引用例ａに基づく新規性欠如を理由として拒絶をすべき旨の査定がされ、こ

れに対して拒絶査定不服審判が請求された場合において、査定を取り消し、さ

らに審査に付すべき旨の審決がされたときは、審査官は、引用例ａに基づく進

歩性欠如を理由として、拒絶をすべき旨の査定を行うことができる。

３ 共有に係る特許を受ける権利に基づく特許出願についての拒絶査定に対し、

共有者全員で拒絶査定不服審判を請求する場合、願書に添付した明細書、特許

請求の範囲又は図面について補正をするときは、当該補正は審判請求と同時に

行わなければならないから、代表者を定めて特許庁長官に届け出たときであっ

ても、当該補正は共有者全員でしなければならない。

４ 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、拒絶査定不服審判を請求するに際し、

審判の請求の理由を審判請求書に記載しなければならず、その審判係属中には

請求の理由の補正をすることができない。

５ 審査官甲が拒絶をすべき旨の査定をした特許出願について、拒絶査定不服審

判の請求と同時に願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についての

補正がされた場合、特許庁長官は審査官乙にその請求を審査させることができ

ない。
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〔４〕秘密意匠に関し、次の(ｲ)～(ﾎ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(ｲ) 意匠登録出願前に意匠が記載されたカタログを不特定多数に頒布したとき、

意匠登録出願人は、その意匠を秘密にすることを請求することができる場合は

ない。

(ﾛ) 特許出願が出願公開された後にその特許出願を意匠登録出願に変更したとき、

当該意匠登録出願人は、当該意匠について秘密にすることを請求することがで

きる場合はない。

(ﾊ) 秘密意匠権者から意匠権侵害であるとしてその警告を受けた者は、意匠権侵

害訴訟が提起されなくとも、当該秘密意匠の閲覧を請求することができる。

(ﾆ) 秘密意匠については、秘密にすることを請求した期間が経過した後でなけれ

ば、当該意匠に係る物品の名称が意匠公報に掲載されることはない。

(ﾎ) 第１年分の登録料を納付する者が利害関係人である場合、利害関係人は、登

録料の納付と同時に当該意匠を秘密にすることを請求することが認められる。

１ １つ

２ ２つ

３ ３つ

４ ４つ

５ ５つ
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〔５〕商標法におけるマドリッド協定の議定書に基づく特例に関し、次の(ｲ)～

(ﾎ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(ｲ) 国際登録の名義人の変更の記録の請求は、国際登録において指定された商品

若しくは役務ごと又はその国際登録が効力を有する締約国ごとに行うことがで

き、その国際登録の名義人の変更の記録の請求については、特許庁長官を通じ

て行うことができる。

(ﾛ) 日本国を指定する領域指定は商標登録出願とみなされ、その領域指定には事

後指定も含まれるが、事後指定の場合の商標登録出願の日は、国際登録簿に事

後指定の記録がなされた日である。

(ﾊ) 国際商標登録出願も出願公開の対象となるが、出願公開をする場合には、商

標登録出願の番号に代えて、国際登録の番号が商標公報に掲載される。

(ﾆ) 国際商標登録出願についてなされた補正が要旨を変更するものとして却下さ

れたときは、その補正書の提出時点を出願時点に相当する国際登録の日とした

新たな国際商標登録出願があったものとして取り扱われる。

(ﾎ) 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを

除く。)又は消滅は、国際事務局の管理する国際登録簿ではなく、特許庁に備

える商標原簿に登録されたところによる。

１ １つ

２ ２つ

３ ３つ

４ ４つ

５ ５つ
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〔６〕甲は宮崎市でラーメン店を営んでおり、その商号「アラキジ・ラーメン」

は市内のラーメン好きの間で広く知られている。また、その顧客の間では、「ア

ラメン」が、甲のラーメン店の通称として広く用いられている。これを前提とし

て、次のうち、最も適切なものは、どれか。

１ 甲の「アラキジ・ラーメン」の商号が宮崎市内でしか知られていない場合に

おいて、乙が札幌市でラーメン店の営業に「アラキジ」という商号を使用する

行為は、不正競争防止法第２条第１項第１号の不正競争となる。

２ 丙は、甲の「アラキジ・ラーメン」の商号が宮崎市内で広く知られるように

なる前に、甲のラーメン店の存在を知らずに「アラキジ・ラーメン」を商号と

して採用し宮崎市内で使用していた。この場合において、甲は丙に「アラキ

ジ・ラーメン」の商号使用の差止めを請求できる。

３ 丁は、甲の「アラキジ・ラーメン」の商号を知らずに、「アラキジ・ラーメ

ン」という商号のラーメン店を名古屋市で開業し、名古屋市内では「アラキ

ジ・ラーメン」は丁の商号として広く知られるようになっていた。このような

状況において、甲が「アラキジ・ラーメン」の商号を用いて名古屋市に支店を

出した場合、丁は、甲に対して、不正競争防止法第２条第１項第１号に基づい

て「アラキジ・ラーメン」の名古屋市内での商号使用の差止めを請求できる。

４ 戊が宮崎市で「アラメン」という商号をラーメン店の営業に使用する行為は、

甲自身が「アラメン」を自己の商品等表示として使用していなければ、不正競

争防止法第２条第１項第１号の不正競争とならない。

５ 甲自身が広告チラシ等で「アラメン」を自らの商号の通称として使用してい

る場合において、宮崎市の手芸用品店己が、「ア・ラ・メン」という商号を使

用する行為は、不正競争防止法第２条第１項第１号の不正競争となる。
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〔７〕審決取消訴訟に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

１ 特許出願についての拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟において、被

告は、審決を適法とする理由として、当該審決において判断されなかった拒絶

の理由を主張することができない。

２ 特許を受ける権利の共有者が、共同で特許出願をし、当該特許出願の拒絶査

定を受けて共同で審判を請求したが、請求が成り立たない旨の審決を受けた場

合、当該審決に対する取消訴訟は、当該特許を受ける権利の共有者全員により

提起することを要する。

３ 特許無効審判が共同で請求され、審判請求は成り立たない旨の審決がされた

場合、特許無効審判の請求をした者のうちの一部の者は、当該審決に対する取

消訴訟を提起することができる。

４ 特許を無効とする審決に対する取消訴訟の係属中に、その特許に係る特許請

求の範囲の減縮を目的とする訂正を認める審決が確定した場合、訂正後の特許

請求の範囲に記載された発明に係る特許について、当該無効審決に係る審判の

手続において審理判断された無効理由が存すると判断するときは、裁判所はそ

の無効審決を維持しなければならない。

５ 共有に係る特許権について特許無効審判が請求され、特許を無効とする審決

がされた場合、特許権の共有者の１人は、単独で当該審決に対する取消訴訟を

提起することができる。
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〔８〕特許法に規定する明細書等の補正に関し、次のうち、正しいものは、どれ

か。

ただし、以下において、「最初の拒絶理由通知」とは、拒絶理由の通知を特許

法第17条の２第１項第１号に規定する「最初に受けた場合」における当該通知を

いい、「最後の拒絶理由通知」とは、同第３号に規定する「最後に受けた拒絶理

由通知」をいうものとする。

１ 外国語書面出願の出願人は、最後の拒絶理由通知を受ける前は、いつでも、

誤訳訂正書を提出して、誤訳の訂正を目的とする補正をすることができる。

２ 特許出願について最後の拒絶理由通知を受け、指定された期間内に補正をし

た場合において、その補正が、いわゆる新規事項を追加するものでなく特許請

求の範囲の減縮を目的とするものであっても、当該補正が特許法第17条の２第

６項で準用する同法第126条第５項に規定する要件(独立特許要件)を満たすか

否かにかかわらず却下されることがある。

３ 訂正審判において、請求人が、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、

特許請求の範囲又は図面について補正をすることができるのは、訂正拒絶理由

通知(特許法第165条に規定する通知をいう。)において指定された期間内に限

られる。

４ 最後の拒絶理由通知において指定された期間内にした明りょうでない記載の

釈明を目的とする補正は、当該最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事

項についてするものでなかったが、審査官は、当該補正を却下することなく、

拒絶をすべき旨の査定をした。当該査定に対する拒絶査定不服審判が請求され

た場合、当該補正は、審判において、当該補正が当該最後の拒絶理由通知に係

る拒絶の理由に示す事項についてするものでないことを理由として、却下され

ることがある。

５ 外国語書面出願について、誤訳訂正書により明細書、特許請求の範囲又は図

面の補正をした後、最初の拒絶理由通知を受けた。当該通知において指定され

た期間内に手続補正書により明細書、特許請求の範囲又は図面の補正をするに

際しては、誤訳訂正書により補正された明細書、特許請求の範囲又は図面に記

載した事項の範囲内でのみ補正をすることができる。
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〔９〕商標の審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

１ 商標法第50条第１項の審判(商標登録の取消しの審判)により商標登録を取り

消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日

に消滅したものとみなされる。

２ 商標登録がされた後において、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標

に該当するに至ったことを理由として、その商標登録を無効にすべき旨の審決

が確定した場合であって、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標に至っ

た時を特定できたときは、商標権は、その時から存在しなかったものとみなさ

れる。

３ 商標登録がされた後において、その登録商標が公の秩序又は善良の風俗を害

するおそれがある商標に該当するに至ったことを理由として、その商標登録を

無効にすべき旨の審決が確定した場合であって、その商標登録が当該無効事由

に該当するに至った時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効

にすべき旨の審決が確定した時から存在しなかったものとみなされる。

４ 商標法第51条第１項、同法第52条の２第１項、同法第53条第１項又は同法第

53条の２の審判(商標登録の取消しの審判)において、商標登録を取り消すべき

旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。

５ 商標法第53条の２の審判(商標登録の取消しの審判)は、当該商標に関する権

利を有する者以外の者は利害関係人であっても請求することができない。
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〔10〕特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

１ 日本国特許庁を受理官庁として英語で国際出願することは認められているが、

当該国際出願の国際公開は日本語で行われる。

２ 国際出願の国際公開が英語以外の言語で行われる場合には、要約は当該言語

及び英語の双方で国際公開される。この国際公開の表紙には、特許協力条約第

17条(2)(a)の宣言が行われた場合を除いて、当該言語で作成された要約を最初

に掲載する。

３ 国際出願についての手数料のうちで、受理官庁の資格において国際出願に関

して行うべき任務の遂行に係る手数料は、国際出願手数料である。

４ 受理官庁が国際出願の受理の日を国際出願日として認めた場合には、受理官

庁は常に当該国際出願の記録原本を国際事務局に送付する。

５ 出願人は、国際出願、指定国の指定、優先権の主張及び国際予備審査の請求

又は選択を取り下げることができるが、これらのいずれについても、優先日か

ら30月を経過する前にはいつでも取り下げることができる。
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〔11〕意匠登録出願に関し、次の(ｲ)～(ﾎ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、意匠登録出願は、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主

張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。

(ｲ) 意匠登録出願に係る意匠イが、当該出願前に日本国内において公然知られた

意匠に類似するものであり、かつ、当該出願前にイの属する分野における通常

の知識を有する者が外国において公然知られた形状に基づいて容易に意匠の創

作をすることができたものであるとき、イは、意匠法第３条第２項の規定によ

り意匠登録を受けることができない。

(ﾛ) 猫の写真を刊行物に掲載した後に、その猫の写真を使用したカレンダーの意

匠について意匠登録出願をするとき、当該出願人は、その猫の写真の公表に基

づき意匠法第４条(意匠の新規性の喪失の例外)の規定の適用を受けることがで

きない。

(ﾊ) 「のこぎり」の柄の部分の部分意匠イの意匠登録出願について、その出願前

に「のこぎり用柄」の意匠ロが公然知られたものであって、イとロの形状が相

互に類似しているときは、イは、意匠法第３条第１項第３号の規定により意匠

登録を受けることができない。

(ﾆ) 「乗用自動車」の意匠が外国において公然知られた後に、その乗用自動車の

形状と類似する「自動車おもちゃ」の意匠イについて意匠登録出願したとき、

イは、意匠法第３条第１項第３号に該当するものとし、その出願は拒絶される。

(ﾎ) 登録実用新案に係る実用新案登録出願Ａの出願の日の後、実用新案掲載公報

発行の日の前の出願に係る実用新案登録出願Ｂを意匠登録出願Ｃに変更した場

合において、当該意匠登録出願Ｃに係る意匠イが実用新案登録出願Ａの実用新

案掲載公報に記載された意匠に類似するとき、Ｃについては、Ａの実用新案掲

載公報の存在を理由として、イが意匠法第３条第１項第３号に該当するものと

して拒絶される。

１ １つ

２ ２つ

３ ３つ

４ ４つ

５ ５つ
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〔12〕特許を受ける権利等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

１ 特許出願人甲は、自己の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権につ

いて、乙のため仮専用実施権を設定し、その登録がされている。この場合にお

いて、甲が、当該特許を受ける権利を丙に譲渡するときは、乙の同意を得なけ

ればならない。

２ 甲、乙及び丙が特許を受ける権利を共有し、その持分の比率は、８：１：１

である。この場合、甲は、乙及び丙の同意を得なければ、その特許を受ける権

利に基づいて取得すべき特許権について、丁に仮通常実施権を許諾することが

できない。

３ 乙及び丙は、特許出願人甲が自己の特許を受ける権利に基づいて取得すべき

特許権について許諾した仮通常実施権を共有している。この場合において、乙

は、甲の承諾を得たときは、丙の同意を得ることなく、当該仮通常実施権の自

己の持分を丁に譲渡することができる。

４ 従業者は、契約、勤務規則その他の定めにより、自己の職務発明について使

用者のため仮専用実施権を設定したときは、当然に相当の対価の支払を受ける

権利を有する。

５ 甲が自己の特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、乙に仮

通常実施権を許諾し、その登録がされた後、乙は、甲の承諾を得て当該仮通常

実施権を丙に譲渡した。その後、甲は、当該特許を受ける権利を丁に譲渡した。

このとき、丙がその仮通常実施権について丁に対抗することができる場合はな

い。
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〔13〕著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

１ 甲は、購入した音楽ＣＤに格納されていたのと同じ楽曲を、自分で演奏し、

その演奏を録音した。甲による録音は、ＣＤから直接に複製していないため、

私的使用のための複製には該当しない。

２ 甲は、購入した音楽ＣＤをＣＤ－Ｒ(コンパクト・ディスク・レコーダブル)

に複製し、そのＣＤ－Ｒを友人である乙に譲渡した。甲による複製は、私的使

用のための複製に該当しないため、音楽著作物の複製権を侵害し、ＣＤ－Ｒの

乙への譲渡は、その譲渡権を侵害する。

３ 甲は、購入した音楽ＣＤを複数のＣＤ－Ｒに複製し、それらのＣＤ－Ｒを友

人である乙に譲渡した。この場合、乙が、インターネット上でそれらのＣＤ－

Ｒを販売する目的で、甲に指示をしてＣＤを複製させたのであれば、乙につい

て複製権の侵害が成立する可能性がある。

４ 甲は、購入した音楽ＣＤにコピー・プロテクションがかけられているのを知

り、技術に詳しい友人乙に頼んで、そのプロテクションを解除してもらい、通

学中に聴くために、携帯電話に複製した。甲による複製は、私的使用のための

複製には該当しないため、音楽著作物の複製権を侵害し、乙によるプロテクシ

ョンの解除は、著作権法上の刑事罰が科される可能性がある。

５ 甲は、購入した音楽ＣＤをＣＤ－Ｒに複製した後、当該音楽ＣＤを中古音楽

ＣＤ販売業者に売り渡した。甲による複製は、私的使用のための複製に該当す

るが、その後、音楽ＣＤを他者に販売しているため、私的使用の目的外使用と

なり、複製権の侵害が成立する。
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〔14〕組物の意匠に関し、次の(ｲ)～(ﾎ)のうち、誤っているものは、いくつある

か。

(ｲ) せん茶セットにおいて、個々の茶わんにそれぞれ「松」、「竹」、「梅」の

模様のみをあらわし、同一の模様を施さない場合は、一意匠として意匠登録を

受けることができる場合はない。

(ﾛ) 組物の意匠を構成する１つの物品のみが意匠登録出願前に公知になった場合、

組物の意匠の意匠登録出願において、新規性の喪失の例外の規定の適用を受け

ることができる場合はない。

(ﾊ) 部分意匠を含む組物の意匠の意匠登録出願は、組物の意匠として意匠登録を

受けることができる場合はない。

(ﾆ) 組物の意匠の意匠登録出願は、パリ条約の同盟国においてその構成物品すべ

てが一出願されていなければ、パリ条約による優先権の主張の効果が認められ

る場合はない。

(ﾎ) 願書に添付した図面等に、一の物品しか記載されていなければ、組物の意匠

として意匠登録を受けることができる場合はない。

１ １つ

２ ２つ

３ ３つ

４ ４つ

５ ５つ
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〔15〕特許法又は実用新案法に規定する手数料等に関し、次のうち、正しいもの

は、どれか。

１ 特許出願人でない者乙が平成20年８月27日(水)に出願審査の請求をし、その

手数料が納付された。特許出願人甲が、特許庁長官からの出願審査の請求があ

った旨の通知を受ける前である平成20年８月29日(金)に、当該特許出願につい

て自ら出願審査の請求をし、これに伴って納付した手数料が受領された場合、

甲は、平成21年４月１日(水)にその手数料の返還を請求することができる。

２ 特許を受ける権利が国と出願審査の請求の手数料の減免を受けない国以外の

者の共有に係り、その持分がそれぞれ２分の１である特許出願について、他人

による出願審査の請求がされ、国が単独で補正により請求項の数を増加した場

合、その補正を行ったのは国であるから、増加した請求項について納付すべき

出願審査の請求の手数料は全額免除される。

３ 実用新案登録出願人でない者から実用新案技術評価の請求がされた後、当該

実用新案登録に基づく特許出願がされた場合、当該特許出願が実用新案技術評

価書の作成前にされたときであっても、実用新案技術評価の請求の手数料は返

還されない。

４ 甲を特許権者とする特許について、乙が特許無効審判を請求したところ、

「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」と

の審決がされた。この場合、甲は乙に対し、当該審決を根拠に、本件審判に関

して甲が任意に依頼した代理人の報酬についても負担を求めることができる。

５ 在外者甲が、特許管理人により、平成20年４月１日(火)に特許出願をすると

ともに当該特許出願について出願審査の請求をし、その手数料を納付したが、

特許法第195条第９項に規定する命令、通知又は査定の謄本の送達を受けるこ

となく、平成20年９月１日(月)に当該特許出願を取り下げた場合、甲が日本国

内に滞在しているときであっても、甲は、特許管理人によらなければ、平成21

年２月27日(金)に出願審査の請求の手数料の返還を請求することができない。
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〔16〕不正競争防止法第２条第１項第３号の不正競争に関し、次のうち、最も適

切なものは、どれか。

１ ハンドバッグの製造業者が、他人の製造販売するハンドバッグとそっくりの

ハンドバッグを試作する行為は、不正競争防止法第２条第１項第３号の不正競

争となる。

２ 他人の香水の香りをそっくり真似した香水を販売する行為は、不正競争防止

法第２条第１項第３号の不正競争とならない。

３ 他人の製造販売する商品の形態を模倣した商品を譲り受けた者が、その商品

を譲り受けた時点で他人の商品形態を模倣した商品であることを知らず、かつ

知らないことにつき重大な過失がなかったとしても、後からそれが模倣商品で

あることを知った場合には、それ以降、当該譲受人がその商品を転売する行為

は、不正競争防止法第２条第１項第３号の不正競争となり、差止請求を受け得

る。

４ 不正競争防止法第２条第１項第３号に基づく商品形態の保護は、世界貿易機

関の加盟国のいずれかで販売した時から３年に限られる。

５ 甲は、乙の著名なハンドバッグａの形状を模倣したハンドバッグｂを販売し

ている。甲は、ｂの形状を模倣したハンドバッグｃを販売している丙に対して、

ｃの販売の差止めを請求できる。
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〔17〕パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、

次の(ｲ)～(ﾎ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(ｲ) 外国登録商標(パリ条約第６条の５)が、商品の種類、品質、数量、用途、価

格、原産地又は生産の時期を示すため取引上使用されることがある記号又は表

示のみをもって構成されたものである場合、当該商標は、その登録を拒絶され

又は無効とされることがある。

(ﾛ) 当局は、産品の原産地又は生産者、製造者若しくは販売人に関し直接又は間

接に虚偽の表示が行われている場合、通過の際にも、差押えを行わなければな

らない。

(ﾊ) 不法に商標又は商号を付した産品について、同盟国の法令が輸入の際におけ

る差押え、輸入禁止及び国内における差押えを認めていない場合には、その法

令が必要な修正を受けるまでの間、これらの措置の代わりに、その同盟国の法

令が同様の場合に内国民に保障する訴訟その他の手続が、認められる。

(ﾆ) 各同盟国において、優先権の利益なしに与えられた特許についての存続期間

は出願日から開始し、優先権の利益によって取得された特許についての存続期

間は、優先権の基礎となる最初の出願の日から開始する、という制度を設ける

ことは許されない。

(ﾎ) 不法に商標又は商号を付した産品が、その商標又は商号について法律上の保

護を受ける権利が認められている同盟国に輸入される際には、当局は、常に差

押えを行わなければならない。

１ １つ

２ ２つ

３ ３つ

４ ４つ

５ ５つ
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〔18〕商標法第３条に規定する商標登録の要件に関し、次のうち、正しいものは、

どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

１ 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、自他商

品又は自他役務の識別力を欠くものを除いて商標登録を受けることができると

されているが、商標登録出願人が、現にその指定商品又は指定役務に係る業務

を行っていないときは、その商標の使用をするとはいえないから、当該商標登

録出願は必ず拒絶される。

２ 商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからな

る商標及び商品又は役務について慣用されている商標に係る商標登録出願は、

商標法第３条第１項第１号及び同第２号の規定に査定時及び出願時の双方にお

いて該当する場合のみ拒絶される。

３ 商品の産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標が、商

標登録の要件を欠くとされるのは、現実に産地表示として一般的に使用されて

いる標章であって商標としての機能を果たし得ないからであって、取引に際し

必要適切な表示として何人もその使用を欲するものとして特定人によるその独

占使用を認めるのが公益上適当でないことを理由としては、当該商標登録出願

は拒絶されることはない。

４ 指定商品の包装の形状そのものの範囲を出ないと認識されるにすぎない商標

は、当該形状に係る商品が現実の取引上存在していない場合であっても、その

商標の使用により自他商品識別力を獲得していない限り、当該商標登録出願は

拒絶される。

５ 極めて簡単な標章のみからなる商標又はありふれた標章のみからなる商標は、

いずれも、使用により自他商品又は自他役務の識別力を獲得していない限り、

当該商標登録出願は拒絶される。
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〔19〕特許法第29条の２(いわゆる拡大された範囲の先願)又は第39条(先願)に関

し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、特に文中に示した場合を除いて、設問に記載の出願は、外国語書面出

願でも国際出願に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割に係る新

たな特許出願でも、変更に係るものでもなく、放棄又は却下されておらず、査定

又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主

張も伴わず、また、一度した優先権の主張は取り下げないものとする。

１ 甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イ

とともに自らした発明ロを記載して特許出願Ａをした。乙は、特許請求の範囲

に自らした発明ロを記載し、明細書にも発明ロを記載して、Ａの出願の日と同

日に特許出願Ｂを行った。その後、特許請求の範囲に発明イのみを記載したＡ

について特許すべき旨の査定の謄本が送達された。この場合、甲がいかなる手

続をしても、乙は、Ｂに係る発明ロについて特許を受けるために、甲との協議

が必要となることはない。

２ 甲は、自らした発明イについて平成20年８月１日に特許出願Ａをした。甲は、

その後自ら発明ロをした。甲は、特許請求の範囲に発明イ及びロを記載し、平

成21年５月８日にＡを基礎とする特許法第41条の規定による国内優先権の主張

を伴う特許出願Ｂをした。乙は、自らした発明ロを特許請求の範囲に記載して、

平成21年４月８日に特許出願Ｃをした。Ｃの出願後、Ｂについて出願公開がさ

れたとき、Ｃは、Ｂをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の２

の規定により拒絶される。

３ 甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イ

とともに自らした発明ロを記載して特許出願Ａをした。乙は、Ａの出願日後、

出願公開前に、自らした発明ロを特許請求の範囲に記載して特許出願Ｂをした。

その後乙は、Ａに係る発明についての特許を受ける権利を甲から譲り受け、そ

の旨を特許庁長官に届け出た。この場合、Ａについて出願公開がされても、Ｂ

は、Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の２の規定により

拒絶されることはない。
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４ 甲は、特許請求の範囲に自らした発明イのみを記載し、明細書には、発明イ

とともに自らした発明ロを記載して特許出願Ａをした。乙は、Ａの出願日後、

出願公開前に、特許請求の範囲に自らした発明ロを記載し、明細書には発明ロ

を記載して特許出願Ｂをした。その後甲は、Ａについて出願公開がされる前に、

明細書から発明ロの記載を削除する手続補正をした。この場合、Ａについて出

願公開がされても、Ｂは、Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第

29条の２の規定により拒絶されることはない。

５ 甲は、自ら物ｐの発明イ及びｐを製造する方法の発明ロをし、発明イについ

ての特許を受ける権利のみを乙に譲渡した。乙は、甲を発明者とし、特許請求

の範囲には発明イのみを記載し、明細書には発明イとともに発明ロを記載して

特許出願Ａをした。甲は、Ａの出願日後、出願公開前に、自らを発明者として、

特許請求の範囲に発明ロを記載して特許出願Ｂをした。この場合、Ａについて

出願公開がされても、Ｂは、Ａをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法

第29条の２の規定により拒絶されることはない。
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〔20〕商標法第４条第１項に規定する商標の不登録事由に関し、次の(ｲ)～(ﾎ)の

うち、誤っているものは、いくつあるか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(ｲ) 商標の一部に外国の国旗の図形を有する場合は、商標全体としてはその国旗

に類似しないときでも、商標中にその国旗の図形を有することをもって、当該

商標登録出願は拒絶されることがある。

(ﾛ) 地方公共団体の機関を表示する著名な標章と同一又は類似の商標が登録され

ることはない。

(ﾊ) 出願人の氏のみからなる商標が、他人の著名な略称と同一の場合には、その

者の承諾を得たときでも、その商標は登録されないことがある。

(ﾆ) 先願に係る他人の登録商標に類似する商標であって、類似する商品について

使用をするものであることのみを理由として拒絶理由の通知を受けた出願人が、

その他人の登録商標について、商標登録の取消しの審判(商標法第50条第１項)

を請求した。審決が確定し、その他人の商標登録が取り消されたとしても、当

該商標登録出願に係る拒絶理由は解消することはない。

(ﾎ) 種苗法(平成10年法律第83号)第18条第１項の規定による品種登録を受けた品

種の名称と同一の商標は、その品種の種苗又はこれに類似する商品について商

標登録を受けることができないが、その品種登録の期間が経過したときは、直

ちに登録を受けることができる。

１ １つ

２ ２つ

３ ３つ

４ ４つ

５ ５つ
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〔21〕特許法に規定する審判又は再審に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

１ 審判を請求することができる期間を経過した後にされた拒絶査定不服審判の

請求については、当該審判請求人に弁明書を提出する機会を与えなければ、審

決をもって却下することができない。

２ 特許無効審判の請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合、当

該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、か

つ、当該特許無効審判において訂正の請求があり、その訂正の請求により請求

の理由を補正する必要が生じたものであっても、被請求人が当該補正に同意し

なければ、その補正が許可されることはない。

３ 請求項１及び２に係る発明のいずれも特許をすることができないものである

ことを理由として特許出願について拒絶をすべき旨の査定がされ、特許請求の

範囲の補正をすることなく拒絶査定不服審判が請求された場合において、当該

査定と同じ理由で特許をすることができないのが請求項２に係る発明について

のみであるときでも、審判官は審判請求は成り立たない旨の審決をしなければ

ならない。

４ 当事者が審決に対する取消訴訟において主張した理由は、当該確定審決に対

する再審の事由となる場合がある。

５ 特許権が甲及び乙の共有に係るとき、乙の承諾を得れば甲は単独で願書に添

付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を

請求することができる。
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〔22〕パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、

次のうち、正しいものは、どれか。

１ 各同盟国は、特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊害を防

止するためには、いかなる場合も、特許の効力を失わせることについて規定す

る立法措置をとることができる。

２ 各同盟国において、特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊

害を防止するために強制的に設定された実施権は、企業又は営業の構成部分の

うち当該実施権の行使に係わるものとともに移転する場合に加え、当該実施権

に基づく実施権の許諾の形式によっても移転することができる。

３ 各同盟国において、特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊

害を防止するための実施権の強制的設定は、実施がされず又は実施が十分でな

いことを理由として、特許出願の日から３年の期間又は特許が与えられた日か

ら２年の期間のうちいずれか遅く満了するものが満了する前に、請求すること

ができる。

４ 各同盟国において、特許に基づく排他的権利の行使から生ずることがある弊

害を防止するための特許権の消滅又は特許の取消しのための手続は、実施権の

最初の強制的設定の日から２年の期間が満了する前には、することができない。

５ 各同盟国は、パリ条約第６条の２(周知商標の保護)に規定する商標の登録を

無効とすることの請求について、その商標の登録の日から少なくとも３年の期

間を認めなければならない旨規定されている。
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〔23〕著作物性及び著作権の帰属に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

１ 甲社の従業員である乙の発明について、甲社の依頼に基づき、甲社に雇用さ

れていない弁理士丙が、特許出願のために明細書を作成した。当該明細書に関

する著作権は、甲社に原始的に帰属する。

２ 甲社の従業員である乙の発明について、甲社の発表するプレス・リリースに

含めるため、甲社における乙の上司の指示に基づき、乙が説明図を作成した。

当該説明図に関する著作権は、甲社に原始的に帰属する。

３ 甲社の従業員である乙の発明が、一定の機能を果たす電子回路に関するもの

であるところ、甲社の委託により、甲社の取引先である丙社の従業員丁が、こ

の発明を実施する電子回路の回路図を作成した。当該回路図に関する著作権は、

甲社に原始的に帰属する。

４ 甲社の従業員である乙の発明が、ある種の疾病の発見に役立つＤＮＡの塩基

配列を持つマウスであるところ、そのようなマウスは著作権によって保護され

ないが、ＤＮＡの塩基配列は、甲社の著作物であるから、著作権によって保護

される。

５ 甲社の従業員である乙の発明が、効率的な迷惑メールフィルタ装置に関する

ものであるところ、乙が当該発明の原理について、学会誌に寄稿し、乙の名前

で掲載された論文に関する著作権は、甲社に原始的に帰属する。
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〔24〕商標権等の設定及び更新登録に関し、次の(ｲ)～(ﾎ)のうち、正しいものは、

いくつあるか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

(ｲ) 商標登録をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内に納付すべ

き登録料について、利害関係人が当該商標登録出願人の意に反して納付した場

合であっても、商標権の設定登録はなされる。

(ﾛ) 商標権者は、商標権の存続期間の満了前６月から満了の日までの間に更新登

録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であっても、そ

の期間の経過後６月以内にその申請をして更新登録を受けることができる。

(ﾊ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、当該権

利の存続期間の満了前６月から満了の日までの間に更新登録の出願をすること

ができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後６月

以内に更新登録の出願をし、登録料と同額の割増登録料を納付することにより

更新登録を受けることができる。

(ﾆ) 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、その責

めに帰することができない理由により更新登録の出願をすることができる期間

内にその出願ができなかったときは、その理由がなくなった日から14日(在外

者にあっては、２月)以内でその期間の経過後６月以内に限り、その出願をし

て更新登録を受けることができる。

(ﾎ) 特許庁長官は、商標権の設定の登録を受ける者が、資力に乏しい者として政

令に定める要件に該当する場合において、商標登録をすべき旨の査定の謄本の

送達があった日から30日以内に登録料を納付することが困難であると認めると

きは、その登録料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することがで

きる。

１ １つ

２ ２つ

３ ３つ

４ ４つ

５ ５つ

- 25  -



〔25〕特許出願の審査に関し、次の(ｲ)～(ﾎ)のうち、正しいものは、いくつある

か。

(ｲ) 特許庁長官は、公共の利益のため特に必要であるときは、特許出願について

の出願審査の請求がなくとも、審査官にその特許出願を審査させることができ

る。

(ﾛ) 特許庁長官は、特許出願人が業として自己の特許出願に係る発明を実施して

いると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特

許出願に優先して審査させることができる旨特許法に規定されている。

(ﾊ) 拒絶理由が通知されていない特許出願について、明細書に文献公知発明に関

する情報の所在の記載がない旨の通知を受けた。この場合、当該特許出願の出

願人は、指定された期間内に意見書を提出することはできるが、明細書の補正

をすることはできない。ただし、当該通知は拒絶理由の通知に併せてされたも

のではないものとする。

(ﾆ) 甲は特許出願Ａを分割し新たな特許出願Ｂ及びＣをしたが、Ｂについて拒絶

をすべき旨の査定がされた。甲は、その査定に対する拒絶査定不服審判におい

て拒絶理由の通知を受けた後、Ｃについて出願審査の請求をした。その後、審

査官が、Ｃに対し、Ｂに係る審判において通知された拒絶理由と同一の拒絶理

由を通知しようとする場合、Ｂに係る審判において通知された拒絶理由と同一

である旨を併せて通知しなければならない。

(ﾎ) 特許出願Ａの特許請求の範囲には、「リパーゼを用いたＸ方法」と記載され、

その明細書の発明の詳細な説明には、リパーゼとしては、ある種のリパーゼ  

(Ｒａリパーゼ)が有利であり、他のリパーゼ殊に公知のαリパーゼは不適当で

ある旨が記載されている。一方、Ａの出願前に頒布された刊行物に「βリパー

ゼを用いたＸ方法」についての発明が記載されている。このときＡは、当該刊

行物に記載された発明による新規性欠如の拒絶の理由を有する場合がある。な

お、リパーゼとは脂質を分解する酵素の総称であり、Ｒａリパーゼ、αリパー

ゼ、βリパーゼ等の種類があることがＡの出願前に公知であるものとする。  

１ １つ

２ ２つ

３ ３つ

４ ４つ

５ ５つ
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〔26〕次の①～⑧までの空欄に後記の語句群から適切な語句を選んで入れると、

関連意匠についてのまとまった文章になる。①～⑧までの空欄に入れるべき語句

の組み合わせとして、最も適切なものは、どれか。

昭和３４年の現行法制定時においては、  ① を、一の登録意匠とその登録意

匠に類似する意匠として保護する類似意匠制度が設けられていたが、  ② の場

では、  ③ は  ④ の  ⑤ を定める際に参酌されるものに止まっており、侵

害のおそれのある意匠が  ④ よりも  ③ に類似している場合でも、  ③ に

基づく侵害の成否は  ⑥ の対象とならず、  ④ の意匠権の侵害の成否として

のみ  ⑥ が進められていた。  ① は、創作の観点からは同等の価値を有する

ものであるにも関わらず、類似意匠制度の下では、登録された意匠が  ④ か、  

③ かにより、権利の  ⑤ に差異が現れるという事態が生じており、  ③

として登録された  ⑦ を的確に保護するものとはなっていなかった。

このため、平成１０年の一部改正において、このような問題点を有していた類

似意匠制度を廃止し、デザイン開発の過程で、  ⑧ から創作された  ⑦ につ

いては、同日に同一出願人から出願された場合に限り、同等の価値を有するもの

として保護し、各々の意匠について権利行使することを可能とした。

１ ①同一のデザイン・コンセプト ②侵害訴訟 ③本意匠

④類似意匠 ⑤類似範囲 ⑥訴訟

⑦オリジナルの意匠 ⑧多様なデザインコンセプト

２ ①同一のデザイン・コンセプトの意匠群 ②侵害訴訟 ③本意匠

④類似意匠 ⑤類似範囲 ⑥審判

⑦同一バリエーションの意匠 ⑧一のデザインコンセプト

３ ①バリエーションの意匠群 ②侵害訴訟 ③類似意匠

④本意匠 ⑤効力範囲 ⑥訴訟

⑦オリジナルの意匠 ⑧多様なデザインコンセプト

４ ①バリエーションの意匠群 ②侵害訴訟 ③類似意匠

④本意匠 ⑤効力範囲 ⑥訴訟

⑦バリエーションの意匠 ⑧一のデザインコンセプト

５ ①バリエーションの意匠群 ②出願審査 ③類似意匠

④本意匠 ⑤効力範囲 ⑥審査

⑦バリエーションの意匠 ⑧一のデザインコンセプト
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〔27〕実用新案登録無効審判に関し、次の(ｲ)～(ﾎ)のうち、正しいものは、いく

つあるか。

(ｲ) 実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から２月を経過するまでに明り

ょうでない記載の釈明を目的として願書に添付した実用新案登録請求の範囲の

訂正をし、当該期間経過後に実用新案登録無効審判が請求された場合、答弁書

提出期間経過後であっても審理終結通知があるまでは、請求項の削除を目的と

した訂正をすることができる。

(ﾛ) 実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から２月を経過するまでに願書

に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をしないで、当該

期間経過後に実用新案登録無効審判が請求された場合、答弁書提出期間内であ

れば、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正又は明りょうでない記載の

釈明を目的とした訂正を１回に限りすることができる。

(ﾊ) 実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から２月を経過するまでに誤記

の訂正を目的として願書に添付した明細書の訂正をし、当該期間経過後に実用

新案登録無効審判が請求された場合、答弁書提出期間内であれば、実用新案登

録請求の範囲の減縮を目的とした訂正を１回に限りすることができる。

(ﾆ) 実用新案技術評価書の謄本の送達があった日から２月を経過するまでに実用

新案登録請求の範囲の減縮を目的として願書に添付した実用新案登録請求の範

囲の訂正をした場合、当該訂正が、訂正後における実用新案登録請求の範囲に

記載されている事項により特定される考案が実用新案登録出願の際独立して実

用新案登録を受けることができるものでなければならないとの規定に違反する

ことを理由として、当該実用新案登録が無効とされることがある。

(ﾎ) 実用新案登録無効審判において、実用新案登録請求の範囲の減縮を目的とし

た訂正は、その訂正が願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図

面に記載した事項の範囲内においてしたものでないことを理由として却下され

ることがある。

１ １つ

２ ２つ

３ ３つ

４ ４つ

５ ５つ

- 28  -



〔28〕特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、誤っているものは、ど

れか。

１ 受理官庁又は国際出願の処理を開始した指定官庁は、当該受理官庁又は当該

指定官庁に対して出願人を代理する資格を有する代理人によって出願人が代理

されるという要件について、国内法令を適用することができる。

２ 出願人は、各指定官庁に対し、国際出願の写し及び所定の翻訳文を提出し並

びに、該当する場合には、国内手数料を支払わなければならないが、国際出願

の写しについては、これを提出する必要のない場合がある。

３ 受理官庁が国際出願の受理の日を国際出願日として認めていない場合であっ

ても、特許協力条約の締約国でない工業所有権の保護に関するパリ条約の締約

国への出願に際して、当該受理の日を優先日として当該国際出願に基づき工業

所有権の保護に関するパリ条約の優先権を主張できる場合がある。

４ 出願人は、各指定官庁において所定の期間内に請求の範囲、明細書及び図面

について補正をする機会を与えられるが、指定官庁は、出願人の明示の同意が

ない限り、その期間の満了前に特許を与えてはならず又は特許を拒絶してはな

らない。

５ 国際事務局は、国際公開の技術的な準備が完了する前に国際出願が取り下げ

られ又は取り下げられたものとみなされる場合を除き、常に国際出願の国際公

開を行うものとされている。

- 29  -



〔29〕次の①～⑤までの空欄に後記の語句群から適切な語句を選んで入れると、

不正競争防止法の営業秘密についてのまとまった文章となる。①～⑤までの空欄

に入れるべき語句の組み合わせとして、次のうち、適切でないものは、どれか。

不正競争防止法の営業秘密として、保護される営業秘密となるためには、秘密

管理性、有用性、非公知性が必要であり、  ① 情報は保護を受けられない。

営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された者が、  ② 目的で、

営業秘密を  ③ する行為は不正競争となる。営業秘密の不正な開示について  

④ で、営業秘密を  ⑤ する行為も、不正競争となる。

１ ①正当でない事業活動によって得られた ②図利加害

③使用又は開示 ④過失によって知らない

⑤取得して使用

２ ①違法行為に関する ②不正競争の

③開示 ④悪意

⑤取得して使用

３ ①粉飾決算に関する ②当該事業者に損害を加える

③開示 ④重過失によって知らない

⑤取得して使用

４ ①製品の欠陥に関する ②不正の利益を得る

③使用 ④悪意

⑤取得

５ ①違法行為に関する ②不正の利益を得る

③使用又は開示 ④悪意

⑤取得して使用
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〔30〕意匠権に関し、次の(ｲ)～(ﾎ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。

(ｲ) 秘密にすることを請求した意匠の意匠権者は、自己の意匠権を侵害する者に

対して、意匠法第20条第３項各号(意匠公報の掲載事項)に掲げる事項を記載し

た書面を提示して警告した後であっても、その侵害の停止又は予防を請求する

ことができない場合がある。

(ﾛ) 意匠に係る物品を「鍋」として、鍋の取手部についての部分意匠の意匠登録

を受けた意匠権者は、業として鍋用にも用いられる取手の部品の意匠及びそれ

と類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし、専用実施権は、設定さ

れていないものとする。

(ﾊ) 本意匠の設定登録の日後になされた関連意匠出願の意匠権の存続期間は、関

連意匠の意匠権の設定の登録の日から20年をもって終了する。

(ﾆ) 組物の意匠として意匠登録を受けた一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプ

ーンセットの意匠権の効力は、スプーンのみの意匠には及ばない。

(ﾎ) パリ条約による優先権の主張を伴う意匠出願に係る登録意匠の範囲は、願書

の記載及び願書に添付された図面に記載され又は願書に添付した写真、ひな形

若しくは見本により現された意匠、並びに優先権証明書の記載に基づいて定め

られる。

１ １つ

２ ２つ

３ ３つ

４ ４つ

５ ５つ
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〔31〕特許法又は実用新案法の規定に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

１ 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達後に特許出願の分割をすることが

できるのは、拒絶査定不服審判の請求と同時にする場合に限られる。

２ 実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録出願について、

仮専用実施権を設定又は仮通常実施権を許諾することができる。

３ 実用新案権者は、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から３年を

経過しておらず、いかなる者からも実用新案技術評価の請求がされていないと

きは、実用新案登録無効審判が請求された後、指定された答弁書提出期間内に、

常に、その実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。

４ 実用新案権者は、実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から３年以内で

あれば、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から実用新案技術評価

の請求があった旨の通知を受けた日から30日を経過したときでも、その実用新

案登録に基づいて特許出願をすることができる場合がある。

５ 実用新案権者は、自らその実用新案登録の一部の請求項について実用新案技

術評価の請求をした後であっても、当該実用新案登録に係る実用新案登録出願

の日から３年以内であれば、実用新案技術評価の請求をしていない請求項に係

る実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる場合がある。

- 32  -



〔32〕物を生産する方法の発明についての特許権の侵害に関し、次のうち、誤っ

ているものは、どれか。

１ 物を生産する方法の発明についての特許権者は、当該方法によるその物の業

としての生産をする行為の停止を請求するに際し、当該方法により生産された

物の廃棄を請求することができる。

２ 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟において、その物が特

許出願前に日本国内において公然知られた物であるときは、その物と同一の物

はその方法により生産したものと推定される。

３ 物を生産する方法の発明についての特許権者は、当該方法により生産された

物を業として譲渡するために所持する行為の停止を請求することができる。

４ 物を生産する方法の発明についての特許権の侵害訴訟における被告は、侵害

の行為を組成したものとして原告が主張する方法の具体的態様を否認するとき

は、自己の行為の具体的態様を明らかにすることができない相当の理由がある

場合を除いて、これを明らかにしなければならない。

５ 物を生産する方法の発明についての特許権者は、業として、当該方法の使用

にのみ用いる物の貸渡しの申出をする行為の停止を請求することができる。
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〔33〕意匠の審判に関し、次の(ｲ)～(ﾎ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

ただし、意匠登録出願は、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主

張も伴わず、分割又は変更に係るものでも、補正後の新出願でもないものとする。

(ｲ) 登録意匠は、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠で

あることを理由として、何人も意匠登録無効審判を請求することができる。

(ﾛ) 甲は、自ら創作した意匠登録出願Ａに係る意匠イについて意匠権の設定の登

録を受けた。乙は、自らした考案について実用新案登録出願Ｂをし、その後、

Ｂを意匠登録出願Ｃに変更して意匠権の設定の登録を受けた。この場合、Ｂが

Ａの出願の日前になされ、Ｃに係る意匠ロが意匠イと同一であるとき、それを

理由として、意匠イに係る意匠登録を無効にすることについて、何人も意匠登

録無効審判を請求することができる。

(ﾊ) 意匠登録出願前に同一の者から２人の者に対して同一の意匠についての意匠

登録を受ける権利が二重に譲渡されていた場合において、そのうちの１人の者

が意匠登録出願をし、意匠権の設定の登録を受けた。この場合、意匠登録を受

ける権利が二重譲渡されていたことを理由として、何人も意匠登録無効審判を

請求することができる。

(ﾆ) 意匠登録が、その意匠登録に係る意匠の創作をした者でない者であって、そ

の意匠について意匠登録を受ける権利を承継しない者の意匠登録出願に対して

されたものであるとき、そのことを理由として、何人も意匠登録無効審判を請

求することができる。

(ﾎ) 意匠権者は、願書に添付された図面に不明りょうな記載がある場合、意匠の

要旨を変更しない範囲において図面を訂正することについて、訂正審判を請求

することができる。

１ １つ

２ ２つ

３ ３つ

４ ４つ

５ ５つ
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〔34〕著作隣接権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

１ 実演家の許諾を得て放送された実演について、実演家の録音権は、放送のた

めの固定や送信可能化のための固定に及ばない。

２ 実演家の譲渡権に関し、譲渡権者により公衆に譲渡された実演の録音物のそ

の後の譲渡については譲渡権の規定は適用されないが、譲渡権者により特定か

つ少数の者に譲渡された当該録音物のその後の譲渡については、譲渡権の規定

が適用される。

３ 実演が公表されていない場合、当該実演が録画されたＤＶＤを、実演家に無

断で公衆に譲渡する行為は、実演家の公表権の侵害となる。

４ レコード製作者は、自己が固定した商業用レコードに録音されている音楽が

テレビ番組の中で放送された場合には、二次使用料を請求することができるが、

レコード製作者が有する請求権を管理する指定団体が存在する場合には、レコ

ード製作者自身は、当該権利を行使することはできない。

５ 放送事業者は、自己の放送した番組を受信して無断で再放送する行為に対し

て、排他権は有せず、二次使用料を請求する権利を有するにとどまる。
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〔35〕マドリッド協定の議定書に関し、次の(ｲ)～(ﾎ)のうち、正しいものは、い

くつあるか。

(ｲ) 国際出願は本国官庁経由で行わなければならず、国際事務局に対して直接行

うことはできない。

(ﾛ) 国際出願の出願人は、国際出願の願書に、可能な場合には、標章の登録のた

めの商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に規定する国際分類に従

って１又は２以上の類を指定するが、当該商品及びサービスについての類の指

定は、標章に与える保護の範囲を決定するに際して締約国を拘束するものでは

ない。

(ﾊ) 本国官庁が国際出願を受理した日から２月の期間の満了後に、国際事務局が

国際出願を受理したときは、当該本国官庁が国際出願を受理した日ではなく、

国際事務局が国際出願を受理した日が国際登録の日となる。

(ﾆ) 国際登録による標章の保護について国際事務局から領域指定の通報を受けた

締約国の官庁は、関係法令が認める場合には、当該締約国においては当該標章

に対する保護を与えることができない旨を拒絶の通報において宣言する権利を

有する。

(ﾎ) 国際登録の存続期間の更新は、国際登録の最新の態様にいかなる変更ももた

らすものではない。

１ １つ

２ ２つ

３ ３つ

４ ４つ

５ ５つ
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〔36〕商標権及び専用使用権の侵害に係る刑事罰に関し、次のうち、誤っている

ものは、どれか。

１ 商標権のいわゆる直接侵害に係る刑事罰と専用使用権のいわゆる直接侵害に

係る刑事罰とでは、懲役刑及び罰金額の上限において同じではない。

２ 商標権の侵害において、刑事罰規定適用のための要件は、損害賠償の請求の

ための要件と、同じではない。

３ 商標権の侵害に係る刑事罰は、いわゆる専用権に対するものといわゆる禁止

権に対するものとでは、懲役刑及び罰金額の上限において同じではない。

４ 商標権の侵害に係る刑事罰の規定の適用においては、懲役刑と罰金刑の双方

が科されることがある。

５ 専用使用権の侵害とみなされる行為についても、刑事罰の規定の適用はある。
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〔37〕特許無効審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

１ 請求項が１のみである特許の特許無効審判の審理において、被請求人甲が特

許請求の範囲「装置ａ」を「部品ｂと部品ｃを含む装置ａ」に減縮することを

目的として訂正を請求した場合、その後、審判長が答弁書を提出するための相

当の期間を指定したときであっても、被請求人甲は、当該特許請求の範囲を

「部品ｂを含む装置ａ」にするための訂正を請求することはできない。

２ 特許無効審判において参加人甲が調書の記載について異議を述べた場合、被

参加人乙が同意したときに限り、調書にその旨を記載することができる。

３ 特許無効審判は、審決、審判請求の取下げ及び当事者間の和解のいずれの事

由によっても終了する。

４ 特許第Ｐ号の請求項１についてのみ特許無効審判を請求する甲は、同じく特

許第Ｐ号の請求項２についてのみ特許無効審判を請求する乙と共に、共同審判

を請求することができない。

５ 請求項１及び２に係る特許の特許無効審判において、各請求項について訂正

請求があったが、請求項１に係る特許については訂正を認めて無効とし、請求

項２に係る特許については訂正を認めて審判の請求は成り立たないとする旨の

審決がされた。請求人のみが審決のうち請求項２に係る部分について取消訴訟

を提起し、請求棄却の判決がされた場合、請求項１に係る特許を無効にすべき

旨の審決は、その判決が確定したときに確定する。
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〔38〕意匠法第３条の２(意匠登録の要件)に関し、次の(ｲ)～(ﾆ)のうち、正しい

ものは、いくつあるか。

ただし、意匠登録出願は、特に文中に示した場合を除き、いかなる優先権の主

張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の

新出願でもないものとする。

(ｲ) 甲は、洗面化粧台、化粧鏡及び収納棚を構成物品とする「一組の洗面化粧台

セット」に係る自ら創作した組物の意匠イについて意匠登録出願Ａをし、意匠

権の設定の登録を受けた。乙は、Ａの出願の日後に、自ら創作した「収納棚」

の意匠ロについて意匠登録出願Ｂをした。このとき、Ｂは、意匠ロが意匠法第

３条の２の規定に該当するとして拒絶される場合はない。

(ﾛ) 甲は、自ら創作した意匠に係る物品を「乗用自動車」とするバンパー部分の

部分意匠イについて意匠登録出願Ａをし、意匠権の設定の登録を受けた。甲は、

Ａの出願の日後に、自ら創作した意匠イのバンパー部分と類似の「自動車用バ

ンパー」に係る部品の意匠ロについて意匠登録出願Ｂをした。このとき、Ｂに

係る意匠が、意匠登録を受けることができる場合はない。

(ﾊ) 甲は、自ら創作した意匠イについて秘密にすることを請求して意匠登録出願

Ａをし、意匠権の設定の登録を受けた。甲は、当該登録意匠に係る意匠公報で、

Ａの願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容を記載しない

ものの発行の日後に、意匠イの一部と類似する意匠ロについて意匠登録出願Ｂ

をした。このとき、意匠ロが、意匠登録を受けることができる場合はない。

(ﾆ) 意匠登録出願Ａに係る「自動車」の意匠が、Ａの出願の日前に出願され、Ａ

の出願後に意匠公報に掲載された他人の意匠登録出願Ｂに係る「自動車」の意

匠と意匠全体が類似であるとき、Ａは、Ａに係る意匠が意匠法第３条の２の規

定に該当するとして拒絶される場合はない。

１ １つ

２ ２つ

３ ３つ

４ ４つ

５ なし
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〔39〕知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し、次のうち、正しいもの

は、どれか。

１ 特許権者に対しては、特許の対象が方法である場合には、特許権者の承諾を

得ていない第三者による当該方法の使用を防止し及び当該方法により少なくと

も直接的に得られた物の使用、販売の申出若しくは販売又はこれらを目的とす

る輸入及び輸出を防止する権利を与えなければならない。

２ 特許のいわゆる強制実施権について提供される報酬に関する決定は、加盟国

において司法上の審査及び他の独立の審査（別個の上級機関によるものに限

る。）に服するものとしなければならない。

３ 加盟国は、特許権の侵害に関する民事上の手続において、同一の物が特許を

受けた方法によって生産された相当の可能性があり、かつ、特許権者が妥当な

努力により実際に使用された方法を確定できなかった場合には、特許権者の承

諾を得ないで生産された同一の物について、反証のない限り、特許を受けた方

法により得られたものと推定することを定めなければならない。

４ 手続の一方の当事者が必要な情報の利用の機会を故意にかつ十分な理由なし

に拒絶し若しくは合理的な期間内に必要な情報を提供せず又は行使に関連する

手続を著しく妨げる場合には、加盟国は、双方の当事者が主張又は証拠に関し

意見を述べる機会を与えられたか否かに関係なく、提供された情報に基づいて、

暫定的及び最終的な決定を行う権限を司法当局に与えなければならない。

５ 加盟国は、故意にかつ商業的規模で特許権の侵害が行われる場合において適

用される刑事上の手続及び刑罰を定めなければならない。
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〔40〕団体商標に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

１ 団体商標に係る商標権については、専用使用権の設定又は通常使用権の許諾

をすることができない。

２ 団体商標に係る商標権を有する団体は、その構成員が当該登録商標の使用を

する権利については、その団体が定めた特定の品質基準に合致したときにのみ

行使できる旨の制限を課すことはできない。

３ 団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する者は、商標権者ではない

から、その使用する商標に商標登録表示を付すると虚偽表示の罪に該当し、懲

役又は罰金に処されることがある。

４ 団体商標に係る商標権の商標権者は、商標法第64条に規定する防護標章登録

の要件を満たしているときは、その商標権が存続する限り、いつでも当該商標

登録に係る指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について、防護標章登録

を受けることができる。

５ 団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願に変更することはできるが、

通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願に変更することはできない。
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〔41〕意匠登録出願における手続の補正と補正の却下に関し、次の(ｲ)～(ﾎ)のう

ち、正しいものは、いくつあるか。

(ｲ) 出願当初の意匠登録出願の願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな

形若しくは見本から、その意匠の属する分野における通常の知識に基づいて導

き出すことのできる意匠の類似の範囲にまで及ぶ補正は、意匠の要旨を変更す

るものとならない。

(ﾛ) 補正の却下の決定を受けた意匠登録出願人は、当該補正後の意匠について補

正の却下の決定に基づく新たな意匠登録出願をした後は、その決定の謄本の送

達があった日から３月を経過する前であっても、補正却下決定不服審判を請求

をすることができる場合はない。

(ﾊ) 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査又

は審判に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

(ﾆ) 審査官は、願書の記載又は願書に添付した図面についてした補正を決定をも

って却下したとき、その決定の謄本の送達があった日から３月を経過する前で

あっても、当該意匠登録出願について意匠登録をすべき旨の査定をすることが

できる場合はない。

(ﾎ) 補正の却下の決定の謄本の送達があったとき、その補正後の意匠について新

たな意匠登録出願をする場合、当該意匠登録出願に係る意匠について意匠法第

４条第２項の規定の適用を受けることができる。

１ １つ

２ ２つ

３ ３つ

４ ４つ

５ ５つ
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〔42〕特許法第41条に規定する国内優先権又はパリ条約による優先権に関し、次

のうち、正しいものは、どれか。

ただし、特に文中に示した場合を除き、出願は、外国語書面出願でも国際出願

に係るものでも実用新案登録に基づく特許出願でも分割又は変更に係るものでも

なく、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる優

先権の主張も伴わず、また、一度した優先権の主張は取り下げないものとする。

１ 甲は、特許出願Ａをし、Ａの出願の日後、Ａを基礎とする国内優先権の主張

を伴う特許出願Ｂをした。この場合において、Ｂについて特許権の設定登録が

されたとき、この特許権の存続期間は、Ａの出願の日から20年をもって終了す

る。ただし、特許権の存続期間の延長登録はないものとする。

２ 甲は、発明イについて特許出願Ａをした後、Ａを基礎とする国内優先権の主

張を伴う発明イ及びロについての特許出願Ｂをし、さらに、Ｂのみを基礎とす

る国内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Ｃをし、Ｃに

ついて特許権の設定登録がされた。乙は、Ｂの出願後Ｃの出願前に特許発明イ

の技術的範囲に含まれる物ｐを製造した。この場合、当該特許権の効力は、乙

がその物ｐをＣについての特許権の設定登録後に譲渡する行為に及ぶ。

３ 甲は、パリ条約の同盟国において、最初の特許出願Ａをした後、日本国にお

いて、Ａに基づくパリ条約による優先権の主張を伴う特許出願Ｂをした。甲が、

Ａをした同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面も、優先権主張の基

礎となる出願の番号を記載した書面も、Ａの出願日から１年４月以内に特許庁

長官に提出しなかった場合、Ｂは取り下げたものとみなされる。

４ 甲は、発明イ及びロについて特許出願Ａをした後、Ａを基礎とする国内優先

権の主張を伴う発明イ及びハについての特許出願Ｂをするとともに、Ａを基礎

とする国内優先権の主張を伴う発明ロ及びニについての特許出願Ｃをした。甲

はその後、Ｂについて優先権の主張を取り下げた。この場合、Ａは、その出願

の日から１年３月を経過した時に取り下げたものとみなされる。

５ 甲は、パリ条約の同盟国において、発明イについて最初の特許出願Ａをした

後、発明ロをし、日本国において、Ａに基づくパリ条約による優先権の主張を

伴う発明イ及びロについての特許出願Ｂをし、さらに、Ｂのみを基礎とする国

内優先権の主張を伴う発明イ、ロ及びハについての特許出願Ｃをし、Ｃについ

て特許権の設定登録がされた。乙が、甲のＣに係る発明の内容を知らないで自

ら発明ロをし、Ｂの出願後、Ｃの出願前に、日本国内で発明ロの実施である事

業の準備を始めた場合、乙は、その準備をしている発明及び事業の目的の範囲

内において、甲のＣに係る特許権について通常実施権を有する。
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〔43〕著作権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

１ 教員は、大学の授業に関連するものであれば、他人の著作物を複製して、そ

の複製物を学生に頒布することができる。

２ 自己の経営する飲食店において、ギターで音楽の生演奏を行うことは、店の

客から音楽演奏に対する対価を徴収していなければ、店内で提供する飲食物に

ついて対価を徴収している場合であっても、演奏権の侵害とはならない。

３ 自己の開設するウェブサイトのウェブページ上に、他人が描いた漫画を掲載

する行為は、当該ウェブページへのアクセスを、自己が通学している総合大学

の学生のみに限定している場合であっても、公衆送信権の侵害となる。

４ 公立小学校の教諭が、自分の家で録画したテレビ番組を、授業における素材

として利用することを思いつき、当該テレビ番組を、教室にある一般家庭用テ

レビを用いて、授業中に児童に鑑賞させる行為は、当該テレビ番組の上映権を

侵害する。

５ 中学校用教科書に掲載されている小説を複製し、問題文を付加して試験問題

を作成し、授業中に行う試験用の問題として学校に販売したとしても、試験問

題としての複製に該当するので、当該小説の複製権の侵害とはならない。
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〔44〕特許法に規定する罰則に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

１ 審判での証拠調手続において宣誓した当事者は、特許庁に対して虚偽の陳述

をしたことにより、過料に処せられる場合がある。

２ 特許庁からの呼出しを受けた当事者は、正当な理由がないのに宣誓を拒んだ

ことにより、過料に処せられる場合がある。

３ 審判の当事者は、正当な理由がないのに特許庁からの文書提出命令に従わな

かったことにより、過料に処せられる場合がある。

４ 審判の当事者は、詐欺の行為により自己の利益になる審決を受けたことによ

り、懲役又は罰金に処せられる場合がある。

５ 審判の当事者は、特許庁からの秘密保持命令に反して秘密を漏らしたことに

より、懲役又は罰金、若しくはその両方に処せられる場合がある。
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〔45〕商標権の移転に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

１ 指定商品が２以上ある商標権について、その指定商品ごとに分割して移転す

る場合において、相互に類似関係にある商品について異なった者に移転するこ

ととなるときは、いかなる場合もその商標権はその指定商品ごとに分割して移

転することはできない。

２ 公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者が登録を

受けたその事業を表示する著名な標章に係る商標権は、その事業とともにする

場合を除き、いかなる場合も移転することができない。

３ 地域団体商標に係る商標権は、いかなる場合も移転することができない。

４ 団体商標に係る商標権は、団体商標に係る商標権としては、いかなる場合も

移転することができない。

５ 商標権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、

いかなる場合もその持分を移転することはできない。

- 46  -



〔46〕特許協力条約に基づく国際出願に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

１ 国際予備審査の請求をする２人以上の出願人がある場合には、そのうちの少

なくとも１人の出願人が、特許協力条約第２章の規定に拘束される締約国の居

住者又は国民であれば、同章の規定に拘束される締約国の受理官庁又はその締

約国のために行動する受理官庁に国際出願していないときでも、国際予備審査

の請求をすることができる。

２ 国際予備審査の請求について支払わなければならない手数料は、国際予備審

査機関のための予備審査手数料のみである。

３ 国際調査機関が作成した書面による見解が国際予備審査機関の書面による見

解とみなされる場合、出願人がその見解に対する答弁書の提出を求められるこ

とはない。

４ 出願人は、国際予備審査の請求書の提出の時又は国際予備審査報告が作成さ

れるまでの間、特許協力条約第34条の規定に基づく補正書を提出することがで

きる。その補正書は、国際事務局に提出するものとされている。

５ 国際予備審査報告に添付する所定の附属書類について、選択官庁が国際出願

の翻訳文の提出を要求する場合には、当該附属書類の原語が選択官庁により要

求される国際出願の翻訳文の言語でない限り、出願人が、当該附属書類の翻訳

文を作成し、選択官庁に送付する。
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〔47〕不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

１ 他社の著名な自動車に関する商品表示をサングラスに付して販売する行為は、

不正競争防止法第２条第１項第２号の不正競争となると考えられるが、同項第

１号の不正競争となることもある。

２ 自己の小説に、他人の小説の題名と類似する題名を付して、書籍として販売

する行為は、不正競争防止法第２条第１項第１号の不正競争とならない。

３ ヨーロッパのファッション・ブランドである企業甲の著名な商品表示をタク

シー会社乙が商号として用いる行為は、甲乙間に競争関係がなければ、不正競

争防止法第２条第１項第１号の不正競争とならない。

４ ある地方都市の小さな菓子店の屋号をドメイン名として登録し、そのドメイ

ン名を用いたウェブサイトでその菓子店の名物の菓子とよく似た菓子を販売す

る行為は、不正競争防止法第２条第１項第12号の不正競争となる。

５ 日本のほとんどの企業が使用している他社のコンピュータ・プログラム製品

に付された商標と類似する商標を使用したプログラムをインターネットを通じ

て販売する行為は、不正競争防止法第２条第１項第１号の不正競争となる。

（参照条文）不正競争防止法

第２条第１項 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。

一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容

器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同

じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の

商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き

渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電

気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行

為

二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似の

ものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、

譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信

回線を通じて提供する行為

三～十一 (略)

十二 不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特

定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は

役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用す

る権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為

十三～十五 (略)
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〔48〕特許権の効力等に関し、次の(ｲ)～(ﾎ)のうち、誤っているものは、いくつ

あるか。

(ｲ) 特許権は、民法第958条(相続人の捜索の公告)の期間内に相続人である権利

を主張する者がないときは、国庫に帰属する。

(ﾛ) 特許権についての専用実施権を有する者が、特許法第67条第２項の政令で定

める薬事法に規定する医薬品に係る承認を受けた場合、当該専用実施権者は、

特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができる。

(ﾊ) 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができ

る。判定は、第三者に対しては法律的な拘束力を有しないが、当事者に対して

は法律的な拘束力を有する。

(ﾆ) 「医薬品」に係る発明の特許権の存続期間満了後に当該特許発明に係る医薬

品と有効成分等を同じくする医薬品を販売する目的で、その特許権の存続期間

中に当該特許発明の技術的範囲に属する医薬品を製造し貯蔵する行為には、特

許権の効力が及ぶ場合はない。

(ﾎ) 「プログラム」に係る特許発明の技術的範囲に属するプログラムを電気通信

回線を通じて提供することを記載したパンフレットを頒布する行為には、当該

特許発明についての特許権の効力は及ばない。

１ １つ

２ ２つ

３ ３つ

４ ４つ

５ ５つ
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〔49〕意匠登録の対象に関し、次の(ｲ)～(ﾎ)のうち、正しいものは、いくつある

か。

(ｲ) スキー板の内部構造のように、外部から観察することができない物品の構造

であっても、意匠登録を受けることができる場合がある。

(ﾛ) 乗用自動車の側面を投影したシルエットであっても、部分意匠として意匠登

録を受けることができる場合がある。

(ﾊ) 粒状物が集合し、固定した形状を有するものであっても、意匠登録を受ける

ことができる場合がある。

(ﾆ) 折り畳んだハンカチの形状は、物品をハンカチとして、意匠登録を受けるこ

とができる場合がある。

(ﾎ) インターネットを通じて表示された画像は、意匠登録を受けることができる

場合がある。

１ １つ

２ ２つ

３ ３つ

４ ４つ

５ ５つ
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〔50〕知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し、次のうち、誤っている

ものは、どれか。

１ 保護されている意匠の権利者は、その承諾を得ていない第三者が、保護され

ている意匠の複製又は実質的に複製である意匠を用いており又は含んでいる製

品を商業上の目的で製造し、販売し又は輸入することを防止する権利を有する。

２ 加盟国は、特許出願人に対し、その発明をその技術分野の専門家が実施する

ことができる程度に明確かつ十分に開示することを要求する。加盟国は、特許

出願人に対し、出願日又は、優先権が主張される場合には、当該優先権に係る

出願の日において、発明者が知っている当該発明を実施するための最良の形態

を示すことを要求することができる。

３ 加盟国は、この協定の規定に反しないことを条件として、この協定において

要求される保護よりも広範な保護を国内法令において実施することができるが、

そのような義務を負わない。

４ 司法当局は、遅延により権利者に回復できない損害が生ずるおそれがある場

合で、かつ、証拠が破棄される明らかな危険がある場合に限り、他方の当事者

に意見を述べる機会を与えることなく、暫定措置を取る権限を有する。

５ 加盟国は、公の秩序又は善良の風俗を守ることを目的として、商業的な実施

を自国の領域内において防止する必要がある発明を特許の対象から除外するこ

とができる。ただし、その除外が、単に当該加盟国の国内法令によって当該実

施が禁止されていることを理由として行われたものでないことを条件とする。
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〔51〕特許法に規定する訂正に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

１ 特許無効審判の請求に理由がないとする審決に対する取消しの判決が確定し、

審判の審理が開始される場合において、審判長が、被請求人に対し、願書に添

付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を

指定することができるのは、その判決の確定の日から１週間以内に被請求人か

らその旨の申立てがあった場合に限られる。

２ 特許を無効にすべき旨の審決の取消請求を棄却した判決に対して上告又は上

告受理の申立てがされ、上告審係属中に当該特許について特許請求の範囲の減

縮を目的とする訂正を認める審決が確定した場合、原判決の基礎となった行政

処分が後の行政処分により変更されたものとして再審の事由が存在し、原判決

には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるから、原判決は破棄

される。

３ 特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審において、その請求人は、当

該審判の請求書の副本の送達の際に指定された答弁書を提出することができる

期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求

することができる。

４ 特許出願の願書に添付した特許請求の範囲の請求項のうち、１つの請求項の

記載を複数箇所にわたって訂正することを求める訂正審判の請求において、そ

の訂正が実質的に当該１つの請求項全体に影響を及ぼすものであるとき、当該

複数の訂正箇所の全部につき一体として、当該１つの請求項について訂正を許

すか許さないかの審決をすることができる場合がある。

５ 訂正審判において、誤訳の訂正を目的とする特許請求の範囲の訂正は、訂正

後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許

出願の際独立して特許を受けることができるものでなければ、その訂正が認め

られることはない。
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〔52〕不正競争に関する訴訟についての不正競争防止法の規定について、次のう

ち、最も適切なものは、どれか。

１ 裁判所は、当事者により書類の提出命令を発するよう求められたときは、書

類の所持者がその提出を拒む正当な理由を有するか否かについて判断するに当

たり、所持者から書類の提示を受けた上で、訴訟代理人、補佐人の意見を求め

なければならない。

２ 裁判所により命じられた書類の提出を当事者が拒んだ場合は、裁判所は、そ

の書類に関して、提出を求めた当事者の主張を真実と認めなければならない。

３ 裁判所は、証拠に営業秘密が含まれている場合には、訴訟代理人、補佐人に

対してのみ秘密保持命令を発して開示することができる。

４ 秘密保持命令は、その取消が確定するまではその効力を有する。

５ 営業秘密の不正開示に関する刑事訴訟についても、裁判の公開を制限する規

定がある。
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〔53〕商標法における補正及び補正の却下の決定等に関し、次のうち、正しいも

のは、どれか。

ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。

１ 登録異議の申立ての審理において、商標登録の取消しの理由を通知された商

標権者は、その申立てが係属している場合であっても、「願書に記載した指定

商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標」を補正することが

できない。

２ 願書に記載した指定商品について、第９類「電気通信機械器具，電子応用機

械器具及びその部品」から第９類「電気通信機械器具」に補正した後、第９類

「電気通信機械器具，電子応用機械器具」と補正をすることができる。

３ 商標登録出願により生じた権利が共有に係る場合であって、共同出願人の１

人がした補正が却下されたとき、その補正の却下の決定に対する審判は、その

者のみで請求することができる。

４ 拒絶査定に対する審判において、「願書に記載した指定商品若しくは指定役

務又は商標登録を受けようとする商標」についてした補正が要旨を変更するも

のであるとして決定をもって却下された場合、その決定に不服があるときは、

その決定の謄本の送達があった日から３月以内に補正の却下の決定に対する審

判を請求することができる。

５ 審査において「願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受

けようとする商標」についてした補正が、これらの要旨を変更するものである

と、拒絶査定に対する審判において審判長が認めるときは、まず審査官に、そ

の補正が要旨を変更するものであるか否かを審査させなければならない。
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〔54〕意匠権侵害等に関し、次の(ｲ)～(ﾎ)のうち、誤っているものは、いくつあ

るか。

(ｲ) 意匠権者甲が乙に対して提起した意匠権の侵害に係る訴訟において、乙は、

先出願による通常実施権を有することを主張して防御の方法を提出するために

は、当該通常実施権の成立につき特許庁に対し判定を求めなければならない。

(ﾛ) 秘密意匠に係る意匠権の侵害に係る訴訟における当事者が、その侵害の有無

について判断の基礎となる事項であって当事者の保有する営業秘密に該当する

ものであることを理由として、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として

尋問を受ける場合においては、裁判所は、決定により当該事項の尋問を公開し

ないで行うことができると規定されている。

(ﾊ) 登録意匠に係る物品以外の物品の包装に意匠登録表示を付したものを譲渡し

た者は、罰金に処せられることはない。

(ﾆ) 業として、登録意匠に係る物品の製造にのみ用いる物を所持する行為は、当

該意匠権を侵害するものとみなされる。

(ﾎ) 登録意匠イの意匠権者である甲は、イに係る意匠登録出願の日前の出願に係

る乙の登録意匠ハの意匠権の効力が登録意匠イに類似する意匠にのみ及ぶ場合、

乙の許諾を得なければ業として登録意匠イの実施をすることができない。

１ １つ

２ ２つ

３ ３つ

４ ４つ

５ ５つ
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〔55〕特許法又は実用新案法に規定する期間に関し、次のうち、正しいものは、

どれか。

１ パリ条約の同盟国にした最初の特許出願に基づくパリ条約による優先権を主

張して日本国において特許出願をすることを在外者から依頼された代理人が、

やむを得ない事情により優先期間内に当該優先権主張を伴う特許出願をするこ

とができず、優先期間を徒過した場合、期間を延長するための所定の手続をと

ることによりパリ条約による優先権主張が認められる旨の規定が特許法に存在

する。

２ 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のために、審決に対する訴え

を提起することができる期間について職権で附加期間を定めることができる。

３ 特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった後、第１年から第３年までの特

許料を納付すべき期間内に、当該特許料を納付しなかった。この場合、割増特

許料を納付することにより、上記期間を経過した後に追納することができる。

ただし、特許料に関して減免又は猶予はないものとする。

４ 暦に従って計算した場合の特許権の存続期間の末日が、特許法第３条第２項

に規定する行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第１条第１項各

号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもって当該特許権の存続期間が

終了する。ただし、特許権の存続期間の延長登録はないものとする。

５ 特許庁長官は、実用新案登録出願に係る考案が、物品の形状、構造又は組合

せに係るものでないときは、実用新案登録出願人に対し、相当の期間を指定し

て、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正を

すべきことを命ずることができ、当該実用新案登録出願人が、指定した期間内

にその補正をしないときは、当該出願を却下することができる。
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〔56〕パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、

次の(ｲ)～(ﾎ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

(ｲ) いかなる同盟国も、登録商標に係る商品がその同盟国において専売品や禁制

品であることをもって、その商標の登録の更新の妨げとしてはならない。

(ﾛ) 外国登録商標の保護（パリ条約第６条の５）が要求される同盟国において、

当該商標の識別性の有無を判断するに当たっては、特に当該商標が使用されて

きた期間を考慮しなければならないが、当該商標が第三者の既得権を害するよ

うなものであるかを判断するに当たっては、当該商標が使用されてきた期間を

考慮しなくてもよい。

(ﾊ) 外国登録商標の保護（パリ条約第６条の５）に関し、本国において保護され

ている商標の構成部分に変更を加えた商標は、その変更が、本国において登録

された際の形態における商標の識別性に影響を与えなければ、商標の同一性を

損なうか否かに関わらず、他の同盟国において、その変更を唯一の理由として

登録を拒絶されることはない。

(ﾆ) 各同盟国は、団体商標の保護について特別の条件を定めることができるが、

公共の利益に反する団体商標についてその保護を拒絶することができない。

(ﾎ) 登録商標について使用を義務づけている同盟国においては、相当の猶予期間

が経過しており、かつ、当事者がその不作為につきそれが正当であることを明

らかにしない場合にのみ、当該商標の登録の効力を失わせることができる。

１ １つ

２ ２つ

３ ３つ

４ ４つ

５ ５つ
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〔57〕特許無効審判に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

１ 特許無効審判の請求人は、特許を無効にすべき旨の審決に対する取消訴訟の

係属中においては、相手方の承諾を得た場合であっても、当該審判の請求を取

り下げることができない。

２ 無効にした特許に係る特許権が再審により回復したときは、再審の請求の登

録後再審の審決の確定前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業

をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしてい

る発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有

する。

３ 特許が条約に違反してされたことを理由として特許無効審判が請求された場

合、何人も、当事者の一方を補助するため、その審判に参加することができる。

４ 請求項が１のみである特許について、特許を無効にすべき旨の審決が確定し

たときは、その特許に係る特許出願は初めからなかったものとみなされる。

５ 特許請求の範囲について明りょうでない記載の釈明を目的とする補正がされ、

特許査定がされたときは、その補正が最後の拒絶理由通知に係る拒絶の理由に

示す事項についてするものでないことを理由として、特許無効審判を請求する

ことはできない。
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〔58〕著作者人格権に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

１ ゲームソフトのメーカー甲社の従業員乙が、甲社の名称で発売するゲームソ

フトに用いるコンピュータ・プログラムを、上司の命令に従って作成した場合

でも、当該プログラムに関する著作者人格権は、乙に帰属する。

２ ゲームソフトのメーカー甲社が、独立のデザイナーである乙に委託して、ゲ

ームソフトの登場人物の原画を描いてもらった場合、当該委託契約において、

著作権のみならず著作者人格権も譲渡の目的として特掲すれば、甲社は、当該

原画に関する著作者人格権を譲り受けることができる。

３ 外国語で書かれた小説を、劇作家が日本語の演劇の脚本にした場合、当該日

本語の脚本には、その劇作家の著作者人格権は発生しない。

４ 甲が作曲した楽曲を乙が編曲することは、甲の著作者人格権の侵害となるこ

とがある。

５ 旧仮名遣いで書かれた小説を、小学校の教科書に掲載するに際して、現代仮

名遣いにすることは、当該小説の著作者の著作者人格権を侵害する。
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〔59〕特許権及び実施権に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

１ 甲は、特許法第92条第３項(自己の特許発明の実施をするための通常実施権

の設定の裁定)の規定による特許庁長官の裁定を請求し、通常実施権を設定す

べき旨の裁定を得た。甲の当該通常実施権は、一般承継により移転することが

ある。

２ 甲が自己の特許権について乙に専用実施権を設定し、その登録がされている

場合において、乙は、甲の承諾を得て当該専用実施権について丙に質権を設定

しその登録がされた。その後、丙が当該質権を実行して当該専用実施権を丙に

移転するときは、当該移転について甲の承諾が必要である。

３ 甲は特許出願Ａをし、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権に

ついて乙に仮通常実施権を許諾した。その後、甲はＡを分割した新たな特許出

願Ｂをして、Ｂについて特許権を取得した。このとき、乙に対し、当該取得し

た特許権について通常実施権が許諾されたものとみなされることはない。

４ 甲が特許権を有し、その特許権についての専用実施権を乙及び丙が共有して

いる場合、乙が丁に対してその専用実施権について通常実施権を許諾するため

には、丙の同意があれば足りる。

５ 甲は、請求項１を「有効成分としてａ１又はａ２を含有することを特徴とす

る医薬」、請求項２を「有効成分がａ１であることを特徴とする請求項１に記

載の医薬」とする特許発明の特許権者である。この場合、甲は、同一地域、同

一期間において、乙のためにその内容を請求項１に係る発明の全部とする専用

実施権を設定し、丙のためにその内容を請求項２に係る発明の全部とする専用

実施権を設定することができる。
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〔60〕商標権の侵害の民事的救済に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

１ 商標権侵害訴訟提起後に、当該訴訟に係る商標権について商標登録の無効の

審判(商標法第46条第１項)の請求がなされ、口頭弁論終結前に当該商標登録を

無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟においては損害賠償の請求

が認められることはない。

２ いわゆる独占的通常使用権者については、設定行為で定めた範囲内において

差止請求権及び損害賠償請求権の行使が認められる。

３ 商標権者は、損害賠償請求権を行使した場合は、重ねて信用回復措置請求権

を行使することはできない。

４ 商標権の侵害においては、当該登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登

録商標と同一又は類似する商標の使用が侵害者の売上げに寄与しないときであ

っても、商標権者には、損害賠償の最低保障額として、使用料相当額の請求が

認められる。

５ 商標権侵害訴訟提起後に、当該訴訟に係る商標権について商標登録の取消し

の審判(商標法第50条第１項)の請求がなされ、口頭弁論終結前に当該商標登録

を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該訴訟においては差止めの請求

が認められることはない。
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